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(57)【要約】
【課題】従来の真贋判定用タグ、ラベルによる判定用器
具の使用の必要を解消し、習熟度が低い店員であっても
容易に商品の真贋を判定することができる真贋判定用タ
グ等を提供すること。
【解決手段】本考案によるタグ１は、真正品であること
を示すマークが印刷されたタグであって、前記マークが
、前記マーク上に塗られた水溶性の塗料２により視認で
きない状態にされている。
【選択図】図１



(2) JP 3147557 U 2009.1.8

10

20

30

40

50

【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　真正品であることを示すマークが印刷されたタグであって、
　前記マークが、前記マーク上に塗られた水溶性の塗料により視認できない状態にされた
、タグ。
【請求項２】
　真正品であることを示すマークが印刷されたラベルであって、
　前記マークが、前記マーク上に塗られた水溶性の塗料により視認できない状態にされた
、ラベル。
【請求項３】
　真正品であることを示すマークが印刷された物品であって、
　前記マークが、前記マーク上に塗られた水溶性の塗料により視認できない状態にされた
、物品。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、商品に付けるためのタグ及びラベルに関し、特に、被服の販売に際して当該
被服に付けるタグ及びラベルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日、被服や鞄等のブランド品などの偽造品の流通防止のために、真正品であることを
示すタグ、ラベルを商品に付けることが盛んに行われている。
【０００３】
　しかし、単純な印刷を施したタグやラベルを商品に付けるだけの場合には、当該タグ等
を偽造して偽造品に付ければ、真正品と偽造品の判別はやはり困難となる。そこで、最近
では偽造が困難な精密なタグ等を製作して、これを専用のルーペやフィルタを通して見る
ことにより、真贋を判定することが提案されている。
【０００４】
　しかしながら、専用のルーペやフィルタを使用する場合には、当該器具の購入負担が商
品の販売店に課せられることとなり、これは商品価格の上昇を招く。また、そのような専
用のルーペ等を購入しない販売店においては、真贋判定用のタグが付いていても真贋の判
定をすることができない。さらに、そのような器具を使用した判定の方法は判定者の習熟
を要することが多く、熟練度の低い店員が多い販売店においては器具があっても判定を行
うことが困難でさえあり得る。
【考案の開示】
【考案が解決しようとする課題】
【０００５】
　本考案が解決しようとする課題は、従来の真贋判定用タグ、ラベルによる判定用器具の
使用の必要を解消し、習熟度が低い店員であっても容易に商品の真贋を判定することがで
きる真贋判定用タグ等を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本考案によるタグは、真正品であることを示すマークが印刷されたタグであって、前記
マークが、前記マーク上に塗られた水溶性の塗料により視認できない状態にされているこ
とにより、上記課題を解決する。
【０００７】
　また、本考案によるラベルは、真正品であることを示すマークが印刷されたラベルであ
って、前記マークが、前記マーク上に塗られた水溶性の塗料により視認できない状態にさ
れていることにより、上記課題を解決する。
【０００８】
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　また、本考案による物品は、真正品であることを示すマークが印刷された物品であって
、前記マークが、前記マーク上に塗られた水溶性の塗料により視認できない状態にされて
いることにより、上記課題を解決する。
【考案の効果】
【０００９】
　本考案のタグ等によれば、全く習熟していない販売店員や商品の購入者が、特別な器具
なしに商品の真贋を判定することが可能となる。また、タグ等自体の構造が単純であって
真贋判定用の特別の器具を必要としないことにより、真贋判定タグ等の導入に伴う商品の
価格の上昇を抑えることができる。
【考案を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、図面を参照しながら本考案の実施の形態について説明する。
【実施例１】
【００１１】
　図１は、本考案による真贋識別媒体１を示す平面図である。真贋識別媒体１は、典型的
には被服、鞄等の商品に付すことが可能なタグ又はラベルであるが、シール、ワッペン等
、商品に付すことが可能な他の任意の物品であってもよい。真贋識別媒体１の材質は任意
であるが、好適には紙、合成繊維又は天然繊維製の布、アクリル酸エステル重合体等の合
成樹脂等である。
【００１２】
　真贋識別媒体１上には、塗工部２が設けられている。塗工部２は水溶性の不透明の塗料
を含み、水、飲料、唾液等の水分を含む液体を付けることによって溶解するように構成さ
れている。塗工部２に含まれる塗料は、例えばアクリル樹脂（アクリル酸エステル重合体
）、有機顔料（コチニールレーキ等）、アルコール溶剤（エタノール等）を含む水溶性の
アクリル塗料である。前記成分は一例であり、塗工部２に含まれる塗料は、水溶性かつ不
透明のものであれば、前記以外の任意の顔料（有機又は無機）及び溶剤（有機又は無機）
の組み合わせであってよく、これらに加えて樹脂及び添加剤を含んでいてもよい。また、
塗工部２の色彩としては、赤、青、緑や複数の色の組み合わせ等、任意の単数又は複数の
色彩が使用され得る。
【００１３】
　図２は、塗工部２が溶解した後の真贋識別媒体１を示す平面図である。真贋識別媒体１
上には予め真正品表示マーク３が印刷されており、水などによって塗工部２を溶解させれ
ば真正品表示マーク３が現れる。
【００１４】
　図２においては、真正品表示マークとして「本物」の文字を使用しているが、製造者名
、商品名、各種のロゴ等、単色又は複数色の任意の文字又は図形を真正品表示マークとし
て使用することができる。真贋識別媒体上の塗工部を溶解させた際にこの真正品表示マー
クが現れれば、当該真贋識別媒体の付された商品は真正品であることが確認される。反対
に、真贋識別媒体上の塗工部を溶解させた際に真正品表示マークが現れなかった場合や、
真贋識別媒体上の塗工部が水分を含む液体によって溶解しなかった場合には、当該真贋識
別媒体の付された商品は偽造品であると推定される。真贋識別媒体上の塗工部の溶解は、
判別者が水道水や自分の唾液を手指などで塗工部に塗り付けることにより、場所を問わず
容易に行うことができる。
【００１５】
　図３は、図１の真贋識別媒体１を点線Ａ‐Ａ´により切断した際の断面図である。真贋
識別媒体１上にはマーク表示部４が設けられており、このマーク表示部４に真正品表示マ
ーク３を表す。真正品表示マーク３を真贋識別媒体１に付けるために、レーザープリンタ
又はインクジェットプリンタによる印刷など、任意の公知の方法が使用される。あるいは
、マーク表示部を全面的にある種の塗料により塗り潰した後に、当該塗料の一部を削り取
ることによって真正品表示マーク３を表してもよい。
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【００１６】
　マーク表示部４の上には上述の塗工部２が設けられ、塗工部２を剥離又は溶解させるこ
となしに真正品表示マーク３を視認することができないようにされている。塗工部２は、
上述の通り任意の不透明の水溶性塗料を含んでおり、塗工部２が付された状態においては
少なくとも人間の目により真正品表示マーク３を視認することはできない。
【００１７】
　以上においては、真贋識別媒体１が真贋判定の対象となる商品と別個の物体であること
を前提として説明を行ったが、真贋識別媒体１は当該商品自体であってもよい。この場合
、真贋判定の対象となる商品そのものにマーク表示部４が設けられ、真正品表示マーク３
が付されてその上に塗工部２が設けられる。
【産業上の利用可能性】
【００１８】
　商品に付される電子タグ入りラベルに適用することができる。具体的な商品の例として
は、被服、鞄、コンピュータソフトウェアなどが挙げられる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本考案による真贋識別媒体を示す平面図である。
【図２】塗工部が溶解した後の真贋識別媒体を示す平面図である。
【図３】図１の真贋識別媒体を点線Ａ‐Ａ´により切断した際の断面図である。
【符号の説明】
【００２０】
　１　真贋識別媒体
　２　塗工部
　３　真正品表示マーク
　４　マーク表示部
　Ａ‐Ａ´　切断面
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【図１】
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【図２】

【図３】

【手続補正書】
【提出日】平成20年10月24日(2008.10.24)
【手続補正１】



(7) JP 3147557 U 2009.1.8

【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１】
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【図２】

【図３】
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